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は じ め に

近世のわが国におけるオランダ貿易の成立は、 幕泌節!l社会の形成に規定されるとともに、

一七世紀前半の東アジアの国際情勢を外的製凶とするものであった。 これについて加藤栄

一氏は、中国産生糸の供給とボルトガル貿易の存化であったその外的規定要因とされてい

るω

しかし、 近位初期のオランダ貿易が大名領主財政と結後に関わり、 その貢租米の海外市

場への仲介を果たしていたことを考癒するならば、 日中仲介貿易の商品である生糸や銀の

みならず、 東アジアにおける日本米がどのような役割を果たしていたかを明らかにし、 東

アジアにおける幕議制経消の成立の意味を促えることが必要であろう。

そこで本章では、 オランダ東インド会社の日本米の輸11\先の中でも 、 とりわけ台湾にお

ける日本米の役割に佐目するとともに、 一七世紀前半のオランダの台湾経営の進展と撤退

という東アジアにおける尉際情勢 の変化が、 山島オランダ貿易と幕藩制経済の形成をどの

ように規定したのかを明らかとすることとする。

註

( l )加政策ーr W公儀』と『オランダ� J (加政・北島万次・深谷克己編『幕藩制国家

と異域・異国』 、 校倉書房、 一九八九年)、 三二二一三二三頁。

第一節 オランダ尚館の米輸出

オランダ商館による米の輸出については、 これまでに加藤策一氏が一六二O(元和六)

年の仕訳l阪・積荷状から帰帆オランダ船の備蓄食糧として の米の存在を明らかにされてい

る?
平戸オランダ商館の仕訳般によれば、 同年一一 月 二 四日に八00バールの米(ーバール

は四Oマート)が三O一五グルデン三スタイプェル三ペニングで「サコベイJ殿の買掛金

人名勘定で取引されているのを初見としているが?)
同年には仕訳帳における米の取引は、

すべて買締金勘定と現金勘定に限られており、 借方を本店勘定とする輸出品積み出し勘定

での記載は、 翌一六二一(元和七)年一O月五日に米一一一九パール(ーパールは三九マ

ー卜)が三九七六グルデンーOスタイフェルで積み出されるまでは見られない?)ごのこと

は、 一六二O(元和六)年に取引された米は、 すべてオランダ船の備蓄食糧されたことを
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示している。しかし前掲の表1 - 2のごとく、一六二凶(寛永元)年から一六二六(寛永
二)年にかけて取引された米は、その大半が輸出されており、一六二0年代に入るととも
に、平戸オランダ商館は日本米を商品としての輸出していたことがわかる。

目白述のごとく、一六二一 (元和七)年九月、幕府はオランダ・イギリス両商館に対して
米を含む軍需物資の輸出を禁止し、その後一六三九(寛永十六)年七月にもオランダ船が
航泌中の食種以上の米を輸出することを禁止する方針を示している。同年の幕府の命令を
受けて、平戸議の家老長村内蔵助はオランダ人に対して

米を分けて一隻に千パール以下とし、この分量がそれ程目立たない様にするよう;グ)
との方策を授けている。当時オランダ船は年間一一、二隻が来航していたことから、この
方法を採ることにより、年間一万バール(ーパールが四斗俵であったとすると四000石)
以上の輸出は確保される こ ととなる。 いずれにせよ同年には平戸オランダ商館は、 前年の

ω 二倍以上の一万二000パールの米を輸出しており、その後も米の輸出は続いている。
オランダ商館による 日 本からの米の輸出 量を仕 訳l憾により一覧すると、表 2 - 1のごと

くとなる。同商館の米の輸出屋については、また「長崎実記年代録」によれば、寛永一八
年(一六凶一)から慶安二年(_. . /\凶九)までの寛永- - jし年 (一六四二)を除く八年間の
分が記載されている(表2 - 2)。

こうしたオランダ商館の輸出米は、どこへもたらされたのであろうか。
平戸オランダ尚館の米輸出が始まった当初!の. .六:ご(元手IJ七)年の「送り状Jによる

と 、 同年オランダ尚館が輸出した七二二六パールの輸出米の内 、 二 七 二六パールは、タイ
オワンを経由して パタビアにもたらされ、 残りの四五00パールはマラ ッカにまで運ばれ
ている三)

その後輸出が本俗化する一六三四(寛永一一)年には、七四五Oバールの うち六九五O
パールがパタヒeアへもたらされている? 表2-3に明らかなごとく、平戸オランダ商館の
「送り状Jによれば、同商館の輸出米は、 一六三七(寛永一四)年までは、 主としてバタ
ピアにもたらされている。

オランダ東インド会社は、 一六一九年にインドネシアのジャワ島に東インドにおける根
拠地としてのパタピア(現化のジャカルタ)を建設するが、一七世紀のオランダによるバ

タビア経営にとって米は必需物資であり、一六一九一二O年頃から安価なシャム(現在の
タイ)産の米が大単に パタビア市財に山凶るようになったという?さらに一六三二(寛永
九)年にはオランダは シャムから--000ラスト(アムステルダム・ラストは二四トン
すなわち三0・0凶ヘクトリツトル、ゼーラント・ラストは二八・ 三六ヘクトリツトぶす
の米の輸出許-可を獲得するごとに成功したが、ジャワ島の政情不安もあって、パタピアは
恒常的な米不足であったというOf ノtタビアの米不足が解決するのは、 その後、一六四六年
にジャ ワ 東部のマタラ ム 王 国との聞 に 平和条約が結ばれ 、 パタヒeアへの曾威が取り除 かれ
てからであると)この結果、束尚アジアからの胡鰍や米がパタピア市場に大量かつ安定的に
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表2-1 オランダ商館米輸出量(A)
ーーーーーーーーーーーーーーーー司自ーーーーーーーーーーーーー帽rー ーーーー

年 代 数量 年 イ℃ 数

1634(寛永11) 7，450 1650(同 3) 4， 

1635(同12) 7，245 1651(同 4) 8 

1636(同13) 18，335 1652(承応元) 9， 

1637(同14) 8，900 1653(承応2) 7 

163B(同15) 8，550 1654(同 3) 8.1 
1639(同16) 12，000 1655(明麿元) 8， 

1640(同17) 1，400 1656(同 2) 16， 
1641(同18) 2，735 1657(同 3) 8， 
1642(同19) 250 1658(万治元) 4， 
1643(同20) 230 1659(同 2)
1644(正保元) 730 1660(同 3)
1645(同 2) 1，630 1661(寛文元) 2， 
1646(同 3) 1，940 1662(同 2)
1647(同 4) 1，870 1663(同 3)
164B(慶安元) 5，048 1664(同 4)
1649(同 2) 6.971 1665(同 5)

」一一一一

註) r仕訳l傾J (Negotie Journalen) r送り状J
(Facturen)より作成。単位:パール(凶al)

但し1パール=約40マート=約o . 4石。

表2-2 オランダ尚館米輸出
量(B)

年 代 |数量

寛永lB年(1641) I 2，000 
20年(1643) I 150 

正保元年(1644) I 15 
2年(1645) I 152 
3年(1646) I 500 
4年(1647) I 1，邸O

慶安元年(1648) I 2，000 
2年(1649) I 1， 500 

註) r局崎実記年代滋Jによ
り作成。単位:俵。但し
1依は約4斗。

表2-3 オランダ尚館L]本米輸出先

量

ーー〒一一一一一一一一 一

タイオ7ン )\1タピア トンキン

1634(覧永11) 500 6，950 。
1635(同 12) 1，245 6，000 。
1636(同13) 12，075 6，260 。 。
1637(1司14) 3，400 5，500 。 。
1638(同15)
1639(同 1 6)
1640(同 17) 1，400 。 。 。
1641 (向 1 8) 2，735 。 。 。
1642(同19) 250 。 。 。
1643(同20) 230 。 。 。
1644(正保元) 730 。 。 。
1645(同 2) 1，620 10 。 。
1646(同 3) 1.940 。 。 。
1647(同 4) 600 1，270 。 。
1648(慶安元) 5，028 20 。 。
1649(同 2) 6，971 。 。 。
1650(�司 3) 4，100 251 。 。
165l(同 4) 8，400 。 。 。
1652(感応元) 9，720 。 180 。
1653(同 2) 7，880 。 50 。
1654(同 3) 8，825 。 。 。
1655(明麿元) 8，350 。 。 。
1656(同 2) 7，725 7，300 1，000 。
1657(1司 3) 8，020 150 。 。
1658(万治元) 4，020 。 。 。
1659(同 2) 。 200 。 。
1660(同 3) 30 320 。 。
1661(寛文元) 1，000 500 。 500 
1662(同 2) 。 300 。 。
1663(1司 3)
1664 (1司 4)
1665(1司 5) 。 。 。 50 

-a

HU

nu

nU

FD

nu

kd

nU

ハHM

AU

nu

nu

nu

phd

ハHU

、，，
q‘u

nr白

戸川u

n/副

司，e

nf臼

ハHU

F円d

nHH
AHH

50 

註) r 送り状 J (Fac tllren )より作成。単位:パール(凶al)。
但し1パール=約40マート=約0. 4石。

- 50ー



もたらされるようにな ったと見られる。

オランダは、 一六二二(元 和 八 ) 年のコ ル ネ リ ス ・ ライエルセ ンの艦隊によるマ カ オ 攻

撃 の帰途、 中凶本土との貿易基地として彰湖島に城 砦を築く が、 一六二四(寛永元)年福

建総督の兵によ り彰湖島を駆逐されたため 、 対岸 の台湾島のタイオ ワ ン ( 台湾南西部安平

付近)に拠り、 商館とゼーランディア城を建訟する。

一六三0年代に入ると、 タイオワンはオランダのH本貿易にとって重要な基地となる。

すなわち 、 一六 三三 ( 寛永 一0 ) 年から翌年にかけてのハンス ・ プ ッ ト マ ンスの艦隊に
よる中凶沿岸攻撃の失敗により 、 オランダは中凶本土との直銭貿易を断念する。それに代
わ ってタイオワンは 、 オランダの日本貿易の中継基地としての地位を確立するようになる。
一六三0年代に入ると、 オランダは台湾に米航する中国人商人から 生糸を買付け、 それを

日本ヘ輸入するようになるのである。

加政策一氏の研究によれば、 平戸オランダ商館は一六二四(寛永元)年には二八四七・

五斤の中国産生糸 しか輸入しなかったが、 一六三四(寛永一一)年には六万四五三O斤を

紛 入 した?さらに翌一六三 五(菟永一二)年に 日 本からの奉書船が禁止されるとオランダ

東インド会社のタイオワン商館における中凶産生糸の員付け量は急増し、 同年には一三万

二O三九斤 、 翌三六(寛永一三)年には一四万二二五-ー斤が輸入されている?

一方、平戸オランダ商館から台湾へは銀が輸出されており、 一六三六(寛永一三)年に

は前年の二 倍を上 回る 三 O 一 万 二 四 五 O グ ル デンの銀が輸出されているヴ こ れとともに米
の輸出も、 一六三四(寛永一一)年には五00パールに過き‘なかったものがザ翌三五(寛

永一二)年には一二四五バールと倍増し切さらに翌三六(寛永一三)年には一万二O七五

パールとーO 倍の増加を見せて((沙早くも その ピー ク に達 している。

このように平戸オランダ商館の貿易の発展は、 台湾におけるタイオワン商館の活動と軌

をーにしていたのであるが、 台湾よりの中国産生糸の輸入量は、 日本からの銀のみな らず

米の台湾への輸出屋に比例して伸びて いた。オランダ東イン ド会社のタイオワン商館は、
中 国本土からもたらされる生糸と 日本よ り 輸 入される銀と米とによっ て維持されていたの
である。

パ三九 ( 寛永一六 ) 年 には 、 マ カオからのポ ル ト ガ ル 船による中 国産生糸の輸入 が途
絶 し 、 オラ ンダにとって、 タイオワンの重要性は益 々 噌大し て いく 。

七世紀初期のタイオワンでは、 砂梢のほか少屋の|法稲・ 大麦・小麦しか生産されてい

なかっ たが? 一 六三六年にタイオ リン民自ハンス ・ ブヘソトマンスらによって米や砂糖なと'
の農作物が奨励され 、 また米倉が建設された?

米はオランダ人および現地の雇用人の食糧として重要で、あったほか、給与の一部として

支払われていたというγjタイオワン尚館における食料費の支出は、 一六二八(寛永五)年

に は 一 万五三 凶八ク' ル テ'ン 4 二ペ ニングと 陸 上にお け る支 出の約 二 八%であ ったが 、 ー O
年後の一六三八(寛永一五)年には約四万三O六三グルデン凶スタイフェル一二ペニング

----a
 
Fhd
 



と三倍近く増加している(30

当時のオランダの史料によれば、タイオワンへの米の供給には、いくつかの方法が取ら

れていた。

先ず第一に、 中凶本土からの米の供給である。タイオワン商館は、 践に一六二0年代か

ら台湾に米航する中国人との聞に中国産生糸を中心とする取引をおこなっていたが、中国

本土からのジヤンク船が米を積んで、来る例は、 一六二0年代末から毎年のように見られ、

一六三0年代後半には、主に対岸の福建省のリソウ(烈峨)島からのジヤンクが米や砂糖

を運んで来てい た22)

第二 には、東 南アジ アにおける米の生産の中心であっ たシ ャムからの米の輸入があった。

オランダ船によるシャム商館からタイオワン商館への米の積荷は、 一六三0年代から見ら

れるが、 一六四四年のタイオワン尚.館よりの報告書によれば、 同年タイオワン商館は建築

用の木材とともに、米一五Oラスト(約二五001-1・)をシャム商館に注文していたが、 ご

のうち約六五ラストはオランダ荷台カペルレ号によってもたらされたものの、 残りはシャム

から来たジヤンク船を捕獲して補給している33)

そのほかには、バタピアからの米の輸入がおこなわれていたが、 これはオランダ船によ

るもののほ かに、 パタピアの中凶人からの船によるものがあった。例えば『パタピア城日

誌』一六五九年五月三-FI 条には、 バタピアからタイオワンへ向かう中国船二隻の積荷の

中に米一Oラストが見られるγ)

しかし、 タイオワン商館の日記においても、 圧倒的に記載が多いものは、 日本からの輸

入である。これにはオランダ船によるもののほか、 中国人のものとみられるジヤンク船に

よる輸入も見られた。

日本からのジヤンク船による米の輸入は、 タイオワン尚-館日記によれば、 一六三三年四

月二二日に長崎からのジヤンク船によって、一六Oパールの米が輸入されたことを初見と
�5) する。 ごれらジヤンク船は、 日本から平均一00から一五Oパールの米や日本銅などのそ

の他の商品をもたらしていた。 ごれらの日本米の一部は、 中国船によって台湾から本土ヘ

逆輸入されており、 台湾は米市場の中心的役割を巣たしていたことがわかる。

方、 オランダ船による日本からタイオワンへの米の輸入は、 前述のごとく、 一六三六

年には早くも一万二O七五パール(四八三O石)の量にのぼっており そ6)その後一六四O年

からは、 オランダ船の日本よりの輸出米は、 ほとんどタイオワンにもたらされている。翌
四一年(寛永一八)のオランダ商館の出島移転後、輸出米量の低下とともに、 タイオワン

への輸入量も一時低迷するが、 四0年代の後半には再び増加傾向を示し、 一六五0年代に

入ると一六五二年(承応元年)の九七二Oパール(三八八八石)をピークとしてρ毎年七

~八000バールが輸入されていた。
しかし、こうしたタイオワンへの日本米の輸出も、 一六五0年代末になると急速に減少

し、 一六六一(寛文元)年のー000パールを最後として終煮を迎える?同時にオランダ
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船 によ る日本からの米の輸 出 も 、 その四年後の一六六五年(寛文五)を最後としているの

であるが、 それはなぜであろうか。

六 五0 年 代末、 タイオ ワ ンの オ ランダ 人は、 明 の遺臣 である鄭成功 ( 国姓爺 ) の進入

の曾威に直面する。 当 時鄭氏は、 福 健 省を中心とする 中国南部を拠点として、 清朝に抵抗

する一方で、 日本および東南アジアとの貿易に大きな影響力を持っており、 南シナ海での

貿易をめぐって、 オランダと敵対関係にあった。 そして一六六一(寛文元)年四月、 鄭成

功はついにタイオ ワ ンを攻撃す る 。 オランダ も 鄭氏の米襲に備 え、 タイオワンへの兵員 ・

物資の増強を行っていたが、 『バタビア減日誌』同年六月二四日条によれば、 当時タイオ

ワ ン の食糧は約一 年分の備 蓄があったという ヂこ れに 伴って、 同年出島オランダ商館は、

ロースダイネン号・ホーヘラント号・ ブインク号の三隻のオランダ船に、 �OOOバール

の米と、 捕獲したジヤンク船シャム号に積まれていた二00ラストの米とをタイオワンに

送ろうとするが、 このうちシャム号は暴風雨のためにタイオワンに寄港できず、 パタピア
Gゆγ 4・ 一 一 } 

ヘ 向 かっている。 晶局翌 一 ハ 六二 ( 寛 文一 )年一 月 、 つ いにオ フ ンダ 人は降伏し、 タ イオ

ワンは鄭氏の支配するところとなるのである。

ご のように、 オラン ダ商館 の日本米輸出の消長は、 オランダの タイオワン経営と軌をー

にしていたのであり、 オランダのタイオワン撤退と共に、 寛文八年(一六六八)の輸出禁

止令を待たずして、 オランダ船のl f本 米輸出はその意義を失う のである。

註

( 1 ) 加藤栄一 「 連合オラ ンダ東イン ド 会社 の戦略拠点としての平戸商館 J (田中健夫編

『日本前近代の国家と対外関係』、 吉川弘文館、 一九八七年、 四八七一四八八頁)。

同 『 幕滋制国家の形成と外 国貿 易 』 、 校倉書房 、 一 九九三 年、 七七 一七八頁 。

(2) Negotíe Journaal anno 1620/24， N.F.J.829. 

( 3 ) op. ci t. • 

( 4 )永積洋子訳『平戸オランダ商館の 日記』第四 胸、 岩波書店、 一 九七O年、 二O六一

二O七頁。

(5) Negotíe Journaal anno 1639. N.F.J.839. 

(6) Factuur anno 1621/24， K.A.11877. Factuurは東京大学史料編纂所所蔵マイクロ

フィルムによる。

(7) Fac tuur anno 1633/34， K.A.11877. 

( 8 )永積昭「オランダの東インド経営初期jに於け る シャム貿易の役割一一六三四年のパ

タニ遠征をめぐって- J ( �東洋学報 』 三 九一二、 一 九五六年 ) 。

( 9 )村上直次郎訳注・中村孝志校注『パタピア城日誌』三、 平凡社、 一九七四年、 三二

九頁。

( 10 )永積昭、 註( 8 )所掲論文。
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( 11 )永積附『オランダ東インド会社』 、 近脱出版社、 一九七一年、 一一四一一一六頁。

( 12 )加政策ー「公儀と巽凶J (力11政策ー・Lll岡忠雄編『講座日本近世史』二、 有斐閣、

一 九八一年、 九一頁) 。

( 13 )同前。

( 14 )加政策一、 註( 12)所掲論文、 九O員[ 0 

(15) Negotie Journaa] anno 1633/35， N.V.J.834. 

(16) Negotie Journaal anno 1635， N . F .. J . 835 . 

(17) Negotie Journaal anno 1636， N.F.J.836. 

( 18)中村孝志「台湾に於ける削人の農業奨励と発達-flll鮒の植民政策の一例一J ( W社

会経済 史 学』七一 三 、 一 九 三 七年)。

( 19) �パタビアJ)，_x H �.志』 一、一二'七ノL員。

( 20 )中村孝志「オランダの台湾経営J ( �天辺大学学報』第四十三輯、 一九六四年)。

( 21 )同前。

(22) J.L.ßlussé & M.E.van Opstall eds.， ρθ/)a5 rθgJstθrs valJ !Jθt lastθθ/ 

Zeelandia， Taiwan J6Z9-16b・Z. /)θθJ/， Marlinlls nijhoff， 's-Gravenha ge， 1986. 

( 23 ) �バタピア城日 誌』 二 、 三 O四頁。

( 24) �バタピア城日誌』三、 一八O員。

(25) J.L.Blussé & M.E.van Opsl.all eds.， i!J/d. /)θθ//， p.90， E fo1.574. 

( 26)註( 17 ) 所掲史料。

(27) Negotie journaal anno 1651/52. Factuur anno 1651/52. 

( 28) Nego ti e journaal anno 1660/61. Fac tUllr anno 1660/61. 

( 29 ) �パタピア減日誌』三、 二二八頁。

( 30 ) �パタビア城日誌』三、 二六六員。

第二節 一七世紀オランダ尚館の砂総輸入と台湾産砂梢

オランダ商館における砂鮪輸入の初出は半戸時代の一六二五年で、 この年には白砂糖七

O五Oカテ ィ ー ( ー カティ ー は一 斤 、 一・ 二五ポン ド )が輸 入さ れている ( 表 2 - 4)え

同年の白砂備の販売 量 は 、 これ を 上回る七五00カテ ィ ー であることから(表2 - 5) 

この販売量の中には、 前年度からの繰越分が含まれていたと考えられ、 オランダ商館によ

る白砂精の輸入は、 すでに一六J凶年以前からおこなわれていたことがわかる。

翌年、 寛永五年(一六二八)に台湾で起こった朱印船船頭浜田弥兵衛とオランダ人との

衝突、 いわゆるタイオワン事件のため、 平戸オランダ尚-館の貿易は、 同九年(一六三二)

までql断する。 貿易両開後、 寛永一一年(一六三凶)には白砂糖四万九二九八カティーに
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表�-4 11!.戸・tH島オランダ尚館紗す凶輸入量( 1 fì25--) 679千�: ) 

;---1瓦即日以内(ι')- 1ー その{四ポンド)・備考
ーーー -一 ー 一 一一一一一一一 一一 一

1625(同 2) 8，812.5 o 

1627(同 4) 28，125 。

1628(同 5) 。 。

1634(1P] 11) 61， 622. 5 69，747.5 

1635(同 12) 88.735 126，426.25 

1636(同 13) 271，406.25 131，761.25 

I仙l�
刷

w
刷

r
r

a 

u 
u 

rt(県量生精) 80.420 
rt Quin剖nse(広南産黒砂糖) 25，000 
rLe Javaense(�1�7産黒砂糖)12，500
ine(褐色砂糖) 32，656.25 
ine Si訓se(シャム産褐色砂糖) 18，750 

1637(同14) I 140，918.75 166，531. 25 cwar嶋棚)
warL QUlnamse(広南産黒砂糖) 52，703.75 

1638(1司15) 1l2， 156.25 o 

1640(1司16) 31，453.75 。
1641(1 司 17) 52，767.5 。 l� 同

w
r
a
u 

rt(製紗精) 58，750 
l'te Saccamsche(赤依産黒砂糖)30，843.75
ine(褐色紗精) 69，500 

1642(同18) 。 99，981. 25 swarLe Sacc細sche(赤依産黒砂糖)13，218.75
1643(同 19) 。 () 
1644(正保元) 。 () 
1645(同 2) 8 6，4 56 . 25 () 
1646(1司 3) 391.893.75 o 
1647(同 4) 。 n 
) 648(慶安元) o 。
1649(同 2) 125，051.25 。

1650(同 3) 125，465 n 
1652(承応元) 183.475 。 白砂梢はFormosa (台湾)産
1654(同 3) 152.397 . 5 () 11 

1655(附麿元) 224 ， 850 () 11 

1656(同 2) 474，011. 25 。 11 

1657(1P] 3) 。 11 

邸，345 o 
(.Japaerseシ・ャ'} J主)

1658( 万治元) 817，523.75 o 11 

1660(寛文元) 。 o ノ/

1665(同 5) 。 。
1666(同 6) 49，707 。
1667(同 7 ) 。 1 18，710 
1668(同 8) broo L suycker (棒砂梢) 50，595 

(Bengaelseヘ、.ンカ" Jレ産) swaerLe suycker (黒砂糖) 24，472 
20，075(Japaerseγャワ産)

1669(1 司 9 ) 454.289 49，843 白砂糖はBengae lse ( ベンガル ) 産
1670(同10) 252，922.5 98.245 11 

1671(同11) 。 。
1673( 延宝元) 111，882 。 白砂梢はBengaelse (ベンガル)産
1677(同 5) 。 () 
1678(同 6) 。 。
1679(同 7 ) 。 。

一一一

註) Negotie Journalen anno 1625/26-1678/79， N.F.J.8:W-869， Negotie Grootboeken anno 1624/26 
ー1678/79， N.f.J.975-1012による。
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表2-5 平戸・出島オランダ商館白砂精・氷砂精耳ヌ引屋・価絡(1625-1679年)

1625(同 2)
1627(同 4)
1628(同 5)
1634(同 11)
1635(同 12)
1636(同13)
1637(同14)
1638(同15)
1640(同 16)
1641 cr司17)
1642(同 18)
1643(同 19)
1644(正保元)
1645(同 2)
1646(同 3)
1647(同 4)
1648(慶安元)
1649(同 2)
1650(同 3)
lfi52(承応元)
1654(1司 3)
1655(明麿元)
1656(同 2)
1657(1司 3)

1658(万治元)
1660(寛文元)
1665(同 5)
1666(同 6)
1667(同 7)
1668(同 8)

1669(同 9)
1670(同 10)
1671(1司11)
1673(延宝元)
1677(同 5)
1678(同 6)
1679(同 7)

白 砂 糖

取引it( ;r-;'�)--11同ω/斤)
nu
ハu
nU
ρ
o
nu
kd
q，b
qL
nu
nu
nu
nu
ou
qJ
nu
qJ
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n
L
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リL
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Aua
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nHU
ハU
kd
ハU
nu
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nU
ハu
cu
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nhu
nHu
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nHu
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nHu
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n円U
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A叫・
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局UE
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』Il
l--}11111
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O門U
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u

q2u

q官U

2EA

司，s

n叫U

AHu

q唱U

可F'

泊は・

nHU

A斗‘

「円U

ρhu

nhu

vzd

』叫a

''A

A吋υ

'EA

nHυ

ρnu

n叫u

nHU

つ臼

ρhu

nハU

戸hd

A吐

nHU

Fhu

7・

nuu
ρnU

内ノ臼

1A

7'

qJ

14

Fnu
n-J

司I

Jrk
kd

qd

nnu

〆41
QU

1A

31

内ノ白

官BEA

'Ei

n‘d

，EA

‘，a

'aA

'BA

'EA

nJh-

aA1
戸hd

rhd

内JI制

内‘d

nJLH

eE且

氷 砂糖

量(ホ.ンド) 価格(匁/斤)

。 。

。 。

。 。

735 0 . 706 
426.25 0.900 
761. 25 0.782 
416.25 0 . 682 

。 。

o 。

。 。

440 0 . 452 

。 。

。 。

。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

() 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

o 。

447.5 1.730 
652.5 1.169 

382.5 1. 270 
194 1.125 

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

69 
126， 
131 
154， 

85， 

106 
54， 

42， 

註) Negotie Journalen anno 1624/26-1678/79， N.F.J.829-B69， Negotie Groot
-boeken anno 1624/26-1678/79， N.F.J.975-1012による。
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加えて、初めて氷砂備の輸入がイt訳l憾に記載され、その量は五万五七九八カティーであっ
た?翌一二年(一六三五)には、白砂糖七万O九八八カティーに対して氷砂精一O万一一
回ーカティーと氷砂備の輸入の方が上回っている2)翌一三年(一六三六)には、合計四五
万七九九五カティーの砂備が輸 入 されている? これは 平戸時代を通じての最大量であるが、

法目すべきはその内訳で、この年は白砂精・氷砂糊のほかに、新たにr swart suycker 

巣砂糖J九万四三三六カティーとfbruijne suycker縄色砂鮪J四万 一一二五カティーと

凶種類の砂糖が輸入されており、広樹・ジャワ・台湾の赤飯(サッカム)といった産地が
(5) 

記載されている。翌一四年(一六三七)には、 平戸オランダ商館の砂精輸入量は、白砂糖
万二七三五カティー・巣砂鮪凶万三五六三カティ・氷砂糖一三万三二二五カティーと

なり、氷砂糖の紛入はピークを迎えている?

その後、オランダ尚館がUI島に移転する寛永一八年(一六凶ー)にも、黒砂糖・褐色砂
梢の輸入が見られ、とりわけこの年は巣砂糊七万一六七五カティー・褐色砂糖五万五 六0
0カティーと、ともに白砂槍・の輸入量四万二二一四カティーを上回っている?ごのように、
初期のオランダ貿易における砂鮪輸入においては、日本商館へもたらされる砂糖の供給地
は多様であり、し かもその時々の砂梢の供給状況によって、白砂鮪・氷砂糖・黒砂糖の割
合が入れ替わっていたことがわかる。こうした砂梢輸入の成立期に見られる多機性は、日

本への砂精の供給が台湾産砂絡を中心として安定する一六凶0年代の末まで続いている。

これらの砂梢の取引であるが、 つに二O・三0年代の平戸時代には、オランダ商館の輸

入砂糖は、他の輸 入商品と同様に、その大半は直銭日本 商 人と取引されていた。仕訳帳に
よれば、表2-6のごとく、寛永二年(一六二五)から四O年までの一六年間に、同商館
から砂備を購入した日本人は、紛売りでの取引を行っていた者だけでも、一六二五年一0
月二四日の「平戸のサンソ殿Jから一六四O年一二月二九日の「ジンベ(甚兵衛)殿」ま

で、延べ二八名の合計一七人であり、この他にも不特定多数の日本人との聞に、現金勘定
で不定期的な取引がおこなわれている? 凶売りで 砂備の購入をおこなっていた人物には、
堺・大坂・京都の上方の商人六人の他、平戸の領主松浦隆信とその一族・家老や唐津領主
寺沢広高といった領主クラスが含まれていたヵマ) これら領主階級の購入分は現金勘定によ

る取引分全体の約0・五%に過ぎない。このことから、平戸時代のオランダ貿易の輸入 砂
糖は、一部の奮{多的用途を除く大半の部分が、都市特権尚人によって他の輸入商品ととも
に園内に流通していたことを示している。

しかし、寛永一八年(一六四一)五月のオランダ商館の出島への移転により、同商館の
勘 定 口座による日本人との取引は燐止された。翌同十九年 (一六 四 二)から正保元年(一

六四四)までの三年間オランダ商館による白砂糖の輸入は中断していることにも、ごの取
引の変化が何らかの影響を与えていると考えられるな� iE保二年(一六四五)には白砂糖の
輸入が再開され、翌三年(一六四六)には早くもて五万O八一二カティーと平戸時代を上
回る量が輸入されている。一方、氷砂梢は寛永一九年(一六四二)に七万九九八五カティ
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表2-6半戸オランダ尚館砂嶋取引勘定

月日 | 

1625(寛永2) 10.24 
1627(同 4) 11.27 
1634(同11) 10. 6 

10.16 

一一 一 一 一一『

人 物 名
一一一

サンソ殿(平戸)
新jLJl�殿
t6屋政左衛門(槻)
平野屋作兵衛(平討)

11 

10.18 I宮崎殿(局崎)
11 

1635(同 12) 110.25 1金屋新九郎殿
11 

10.30 I肥前線(平戸の領主)
11 

1636(1司 13) 111.10 1111崎屋助市郎(大坂)
/ノ

刷機(平戸の領主)
// 

12. 3 金屋助宿衛門(京都)
12. 5 小西新兵衛(堺)

1637(同14) 112.22 唐津の領主(寺沢広高)
12.29 山崎屋助市郎(大坂)

1638(同15) 110.10 平野屋作兵衛(平戸)
10.25 男知尺大勝 (平戸の奉行)
10.27 松浦大学(半戸の二番通託老)
11. 3 金屋助1i衛門(京都)
11.23 松浦主殿頑
11.26 4公浦蔵人(平戸の次席家老 )
12. 1 肥前後(平戸の領主)

1640(同16) 112.24 松浦内匠(平戸の主席家老)
12.29 甚兵衛(堺)

取引単(カティー)
『一一一一

7，500 
2，314 
1.677 

487 
5，457 

51，862 
38，497 
71，506 

100，426 
61 

1，677 
102，065 

8，050 
200 
719 

200，566 
104，978 

4i泊
122，666 

278 
544 
118 

ßl，04:1 
112 
87 

236 
277 
313 

取引高(グルデン) 種類

1，078: 2: 8 砂糖
361:11: 4 11 

471: 13: 2 氷砂糖
106:10:10 11 

1，023: 3: 12 白砂糖
11，344: 16: 4 氷砂糖
7，218: 3:12 白砂糖

20，111: 1: 4 砂精
28，244: 16: 4 氷砂糖

17: 3: 2 砂糖
471:13: 2 氷砂糖

22，747: 4: 6 11 

780: : 14 褐色砂糖一

44: 9: 3 氷砂糖
94: 9: 9 白・褐色

32，296: 2: 5 白砂糖
10，715:13:12 褐色砂糖

94: 9: 9 氷砂糖
23 .842: 11 : 11 11 

34: 4: 9 白砂糖
66:19: 8 1/ 

14: 10: 11 11 

9， 977: 19: 14 11 

13: 15: 14 11 

10:14: 5 1/ 

29: : 14 11 
一

23: 13: 11 砂糖
26: 15: 4 11 

註) Negolie Journalen anno 1624/26-1640， N.F.J.830-840による。1カティー=1斤= 1 • 25ポンド。
人物の身分は加繰栄一 「平戸オランタ商館の商業l帳簿にみられる日関貿易のー断面J (W東京大学史
料編纂所報』第3号、1969年) r一六三七年平戸オランタ滴館貿易表(ー) (二) J ( W東京大
学史料編纂所報』第5号・第6号、1971. 197 2年)による。

ーを輸入して以米、寛文七年(- �六六七)まで中断し、毎年の安定した輸入は元禄九年
(一六九六)まで見られないことから、オラ ン夕、.商館のt11島への移転は、同時に砂精輸入
における白砂糖の優位の始まりであった。

オランダ商館による白砂梢の輸入は、 一六四0年代末から急激に増加する。慶安二年
(一六四九)には、すでに白砂輸の輸入は、 �O万カティーを越えていたが、明暦三年
(一六五七)には五O万カティーを越え、翌万治元年(一六五八)には六五万四0一九カ

ティーと、出島オランダ商館によ る砂糖の輸入は第一のピークを迎えると)こうした一六四
0年代末から一六五0年代にかけての砂糖の輸入の噌JJIIは、どのような背景にもとづくの
であろうか。一六五0年代における白砂梢の取引高は、t11島オ ランダ商館 の取引高全体の
約三・七五%に過ぎず、この時期の白砂備の輸入の拡大は、国内における砂糖の需要の増
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力11というより も、 オランダ貿易の取引全体の発展によったもたら された相対的な結果とい

えよう12)

しかし、 砂紬輸入の発 展 をオランダ 貿易の全 体憎造とは別の外在的条件に求めるならば、

そこには供給者であるオランダ東インド会社が抱えていた以Fの諸事情が浮かび上がって

米るのである。

第一には、 この時期オランダ東インド会社のヨーロッパにおける砂輔の販売需用が急激

に減少することである。オランダ東インド会社は、 すでに一六一六年には十七人委員会が、

砂紬その他の商品をアジアより本国に送ることについて言及しており、 一六二二年には二

万ポンドの中国産の砂精が本凶に送られている?)一六三0年代にはオランダ東インド会

社は、 中国産に加えて、 ベンガル産・ シャム産の砂備をヨーロッパに輸出していたが、 ー

ハ 四0年代に入ると、 ブラジル庄 の砂鮪がヨー ロ ッパ市場へ 大量に輸入されたため、 ヨ ー

ロッパにおける砂紬・の1出i絡が下必し、 さらに一六五0年代にはヨーロッパにおける砂糖消
�{t) 

費ブームが落ち込みを見せ始めた。従って、 ごうした事情が、 オランダ東インド会社の砂

梢版売の中心を日本をはじめとするアジアの市場へと移させたと見られる。

第二には、 アジアにおける砂備の供給地の変化がある。 一六四0年代に入ると砂糖の産

地は、 中国・ベンガルの他に台湾・ジャワとJよがり、 とりわけ台湾産砂糖の需要は大きか

った ゲオランダ東インド会社は、 一六二四年に台湾南部のタイオワン(安平付近)に商館

を設置するが、 一六三0年代に人るとオランダの台湾経営は、 日本との生糸貿易の中継地

としての重要性を増し、 それとともにオランダ人による他民政策も本格化する。台湾には

それまで野生種の甘放(サトウキビ)しかなかったが、 一六三0年代にタイオワン長官ハ

ンス・フゐツトマンスおよびファン ・デル ・ブルフのもとで、 値民政策の柱として農業奨励

策が積極的に抑し進められ、 米と共に砂摘の栽培がおこなわれたというデ砂糖の栽培は、

中国商人の協力のもと中国本土よりの移住農民によってすすめられ、 とりわけ砂糖生産の

中心地であった亦依(サッカム)においては、 一六三六年に白砂糖一万二O四二斤・黒砂

精一一万O四六一斤が日本ヘ送られたのをはじめとしてヤ 一六四五年には一五O万斤の砂

備生産量のうち六万九000斤がu本ヘ送られたという。台湾における砂糖生産量は、 一

六五八年には一七三万斤に達したが、 ごの内八O万斤がペルシアに、 六O万斤が日本に輸

出されることになっていたヂこうした台湾における砂糖生産の発展を受けて、 出島オラン

ダ商館の元帳(Negotie Groot Boeken)における輸入尚品中の白砂糖の勘定科目名も、 承

応元年(一六五二)よりr �'ormosaanse poeijerslIyker ブォルモサ(台湾)産白砂糖Jと、

生産地を特定して記載されるようになった?
こ のように 一六 五0年代のオラン ダ商館の砂鮪輸入の発展は、 多分にオランダ側の供給事

情、 とりわけオランダによる台湾経営の発展に依拠する性絡のものであり、 一六六一年四

月、 明の遺臣鄭成功が台湾に米製し、 翌年オランダ人 を台湾より駆逐すると、 それはただ

ちに出島オランダ商館の砂糖輸入を線幹から捕るがすこととなる。オランダの台湾よりの

Huu
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撤退は、 対日貿易の中継点としてのタイオワン尚館の消滅とともに、 東南アジアにおける
砂縮の一大供給地を失うことを怠昧していたのである。tU島オランダ商館への台湾産砂糖

の輸入は、 皮肉にもそのピークとなった万治元年(一六五八)を最後として途絶え、 それ
に 代わっ て べンカ' ル産砂絡が資湯するこ ととなる30)

註

( 1) Negotie Journaal anno 1624/26， N.F.J.830. 
(2) Negotie Journaal anno 1633/35， N.F.J.834(K.A.1l827). 

(3) Negotie Journaal anno 1635， N.F.J.835(K.A.11827). 
(4) Negotie Journaal anno 1636， N.F.J.836(K.A.1l827). 

(5) op . cit .. 

(6) Negotie Journaal anno 1637， N.F..I.837(K.A.11 828). 
(7) Negotie Journaal anno 16 41， N.F.J.8 41(K.A.11828). 
(8) Negotie Journalen anno 1620/24-1640， N.F..J.829-8 40(K.A.1l827-11828). 

( 9 )平戸オランダ尚館と取引のあった日本人については、 加藤後一「平戸オランダ商館

の商業帳簿に見られる日蘭貿易の一断面J ( �東京大学史料編纂所報』第三号、 一

九六九年)、 同「一六三七年半戸オランダ尚館貿易表(一) (二) J ( W東京大学

史料編纂所報』第五号・第ノミ号-、 一九七一・ 一九'七二年)がある。
(10) Negotie Journalen anno 1641/42-1643/44， N.F.J.8 42-844(K.A.1 1828). 

(11) Negotie Journaal anno 1657/58， N.F.J.857(K.A.11829). 

(12) Negotie Journalen anno 1651/52-1657/58， N.F.J.851-857(K.A.11829). 

(13) Glamann， Kristof， /JlItch-Asiatic TradθJ6Z0-17.j[}， Danish Science Press， 

Copenhagen， 1958， p.153. 

(14) Glamann， JbJ(l， pp.156-158. 
(15) Glamann， ibid， pp.156-157. 
( 16)中村孝志「台湾に於ける削人の農業奨励と発達一和闘の植民政策の一例一J ( W社

会経済史学』第七巻三号、 一九三七年)。

( 17 )同前。

( 18)同前。出島オランダ商館の仕訳i憾によれば同年には六五万四O一九カティーの白砂
糖が輸入されている。Negotie Grootboek anno 1657/58， N.F.J.IOOO(K.A.11829). 

(19) Negotie Grootboek anno 1651/52， N.F.J.995(K.A.11829). 
(20) Negolie Grootboek anno 1657/58， N.F..J. JOnO(K.A.11829). 

第四節 資;文八年(一六六八)の輸出入品祭Ll:令
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寛文八年三月(一六六八)、 幕府は長崎の!者・ オランダ船に対して銀の輸出を禁止した。

この禁令は、 長崎市中へも

一、 異国商売代之(義、11佐今迄は銀子ニて被遺候得共、 当年より金子ニて阿蘭陀唐船共

ニ可被遺候問、 其段同J中え相触可申者也 ア

と触れ出されているが、 }者・オランダ貿易へ深刻な影響を及ぼし、 唐船に対しては寛文十

一年 ( 一 六 七 一)に丁銀の輸出を再許可している? )

同年にはまた、 銀以外の貿易品目についての禁止令もIHされていることが、 これまでに

も指摘されているが? ごの禁令について、 ここで改めて検討することとしたい。

この法令については諸種の史 料があるが、 その内谷は必ずし同一ではない。したがって

ここでは先ず、 これらを比較しつつその実倣に迫りたい。

先ず、 幕府の正史である『徳川実記』によれば、 ごの法令は寛文八年三月八日に長崎奉

行に対して諭告されたものとなっており、 、

此日長崎の奉行に論告せらる〉は。真綿。くり綿。絹。紬。木綿織物。麻布。染物。

蝋燭。鍋。漆o i由。j画。今年より異城にをくるべからず。但j由。 酒は船中の常用に備

ふるはくるしからず。議長品の外植物。生類。諸器材。金紙。薬剤とならざる麿産類。

刑制樹。たんから。丹土。倒産器物。}書草。 ひょんかっ。衣服の用に充らざる美箆の

布島等。かたく舶米せしむべからず。羅紗。維背板。握々緋の三種はゆるさるべし。

その他の毛布は禁ずべしとなり:

とあり、

①貿易禁止品目は十二種品目の「具城にをくるべからずJ商品と同じく十二種品目の

「舶来せしむべからずJ尚品の合計二十四種品目であり、 輸出入品全般にわたって

いること。

②貿易禁止品目のみならず、 輸出品におけるi[1・ 泊-といった一部許可の貿易制限品目

を含んでいること。

が明らかである。

この『徳川実紀』の貿易禁止令は、 「年録Jおよび‘「大成令jを出典としているが、 そ

れは同じ「大成令」を出典とする『徳川禁令考』者六十一の「寛文八申年五月異国臼遣問

敷品之覚Jの内容と一致している(ア この「寛文八申年五月異国柁遣問敷品之覚Jは『徳川

実紀』の禁令と同じく、 三月八日の日付となっているが、 輸入禁止品中の「諸器材Jが

「小間物道具Jに、 「蘭産器物Jが「阿蘭陀物惣而珍物之類Jになっており、 「唐草Jの

代わりに「加!羅皮」が記載されているなど、 細かい品目に『徳川実紀』との相違が見られ

る。

さらに、|司令は『御触書寛保集成』三五の「唐物井庖船部Jにも収録されており、 ここ

でも輸出禁止品一二品目と輸入禁止品一二品目からなっていると)
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このよ うに、 寛文八年の貿 易禁止令は、 輸出入 品 全 般 に 及んでいるのであるが、 先ず注

目すべきは、 史料によって品討に巣|司があるごとであり、 このことは、 これまで見過ごさ

れてきたといってよい。試みに輸出会全l上品にかぎって、 管見の|恨りの史料を比較・ 一覧す

ると表2-7のごとくとなる。

ここから明らかなように、 斑文八年の貿易禁止令は、 その項目の立て方によって、 「大

成令JをI1JWとする『徳川実紀』・ 『徳川会委令考』 ・ q，却触書覧{呆集成』 ・ 『 唐通事会所

日録』 ・ 『覧宝日記』の系統と、 「長崎覚書J ( �通航 一覧』巻一五五所収) ・ 「長崎雑

記J (九州大学文化史側先Jfm訟所蔵)の二つの系統に分けられる。

すなわち、 『通航一覧』巻--1_Î.五所以の「長崎記J r長崎覚書」では、 同令の輸出禁止

品目と輸入禁止品目が、 「大成令Jの糸統の祐史料より詳細に区分されていると)

従来、 資; 交 八 年 の貿易完全tI:令の目的に つ いては、 その後、 寛 文 十 二 年(一 六 七二 )の市

法尚法との関連から、輸入品の禁止を'1I心としてiUえられており、 輸出禁止品目について

も、 金銀の流失防tI:と物flHiの騰資抑制とが治倫されてきたが? 輸出禁止の対象となってい

る銀以 外の輸 出 品の中 には、 こう し た説明 だ けで はイ; 卜 分な 武器などが含まれており、 史

料によっては、 むしろそちらのHカiより中心的に取りぬわれてさえいるのである。

そ こ で 、 同 令に お ける輸山品の 禁止について、 さらに身者ぎしてみたい。

先ず第一にこの祭令の対象であるが、 『通航一覧』番百五十五所載の「長崎覚書jによ

れば、蜘u禁止品目に関して、 特に「従LI本州削1\困(( 11却停止物之覚」が定められておりぞ)

また九州大学文化史研究施設にI'JT I哉されている「長崎雑記Jにおいても、 寛文八年の輸出

禁止品は、 「日本ぷ民取り品御停止物」と「従日本阿削W8国花持渡事御停止之品」とのこ

つの項目に分けられ、 特にオランダ船に対する禁止が別に立てられているのであるで)そこ

でここでは、 具体的にそのオランダ船に対する禁止品目を検討してみることとする。

オランダ船に対する輸出品の禁止については、 すでにオランダ商館の平戸から出島への

移転l直後の司ヅ〈凶一(寛永- -八)年八月、 幕府はオランダ尚館に対して輸出禁止品目を伝

えて いる。すなわち、 同月 一 四日付の山島商館長マ リ シ ミ リアン ・ ル ・ メー ルの日記によ

れば

また奉行の命令により、 外国人の輸出禁止品目が伝えられた。即ち、 金および金細

工、 銅および銅製品または箱(註=銅銭)、 日本の各種銃器、 硫黄および火薬は小量

のほか、 米、 豆、 小麦粉その他類似の食料品は諸船航海中使用する以外、 人参は一年

五十斤以上、j委総j弄風そのほかに町、 城、 人物特に武器の使用に関する絵のあるもの

で、 その禁に背くものは斬首の刑に処するというので、あるグ
とあり、 金属や武器・火鎖、 その他車裾物資や軍事情報の持ち出しを禁止しようとしてい
るが、 その中に米が含まれていることは注目に値しよう。

さて、寛・文八年の輸出禁止品目であるが、 「長崎覚書Jの「従日本阿蘭陀回収御停止物

之覚Jによれば
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: 御附|品目 ; 渡F
;停制|御本; 事削
: JL陀| 停 t ， 術l
: 物凶 1 11:民 : 停

lë I物取l止
| レ� : � 

表2-7 寛文八(1668)年輪111禁止品目

t:l 
日日

徳徳御
川川触
実禁書|そ
紀令集|の

考成|他

一一一一
。

目

岡崎雑言
一一一

華 唐
夷 通 寛
交 事 宝
易 会 日
明 所 記
細 日
�è 録

一ト一一一一トーーーーーーーー

X 

X 

X 

× × × 

× 
× 

× × × 
× × 

X X X 

× X 

，-- - ー ー ー

ーー ー ー

× 
× × 

X X × 

ム

ー ー ー ー

ム
ム ム X 

ム ム × 
× 

X X I X 

一一 一 一 一一寸 一 日 一 ，一一

武具
刀剣
小刀・剃) J .刃物矧
大工やり鈎
大工継ぎj�

武者絵
信�紋
絵入源氏
1本絵図

本船小形
材撚図

初皇官華人形
節用集

X I X 

× X 

X 

X 

X 

X 

x
×
×
 

t滋lB
)JU賀来日
日野絹
羽ニ重
都内類
真綿・術品
:;t諸島類
麻布
苧術
納
イti頬
日本J係樹却

× 

× X 

× X 

× ， X 

X 

× 
x 

' 

X 

× 銀

× 

× 

ー も ー， -ーーーーーーーーー-

× 

×
x
x
×
×
 

×

×
×
 
×

×
×
 

- - r 

X I X 寛永新銭
銅
漆
蝋燭
Jj硝
硫黄

×
x
×
 

× 

。 ムlム
X :  I X : 

ー - - ー ー』ー ー ー ー ー

青豆
五穀
il!瀕
酒
1畑1.薬酒

ム
ム

ム
ム
ム
ム
×

註) xは輸出禁止。ムは船中遣いに限り許吋.されたもの。
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一、御紋 一、武道具 一、武者絵 一、絵人之源氏 一、日本船小形井
絵 一、日本絵図 一、ゃっこI喧雌人形 一、 大工やり鈎 一、日野絹
一、加賀綿 一、紬 一

、 都内 之 類 一、布之類 一、 木綿之類

惣而日本務織物 一、繰綿 一、真綿 一、 銀 一、油(是者、船中遺用

程御免) 一、酒(但油と同断、一人前一斗宛之御定) 一、剣日本排之義御
停止 一、 阿 蘭陀万同上 一、盤硝(但、一般に五十斤迄御赦免)
切j由之類(但、 一般に制麻泊五升御免) 一、青豆(但ー斗迄御免) 一、五

穀類(但、飯米者一人前 三 斗人 ー 俵宛御免、小麦粉議麦粉何程にても買渡候儀御免)
、酒井議長溺 一、焼楢(但、泊者一人前一斗二合宛に御座候) 一、絹

一、紬 一、日野絹 一、 羽二重 一、 真綿( 自 注、綿織之 類 ) 一、木
綿ー繰綿 一、布之類 一、麻苧 一、麻 一、寛永新銭 一、漆
一、 節用集(自注、 是は輿に国尽有之故)

の四O品目が輸出を禁止されているな)ごこで五穀などの持ち出しが一部認められているの
は、酒や油と同様、「船中遺尉」すなわち航海食糧に限つてのことであろう。

一方、「長崎雑記」の「従日本阿削陀国 ね持波事御停止 之 品Jでは、 「長崎覚書」の
「従円本阿蘭陀国I乞斜l停止物之覚Jとほぼ|司-(J)品目が挙げられているが、 「長崎雑記J

では、羽二重・日野絹・麻苧・銭・塩備・食倒品などは、オランダ船を対象とした禁止品

目には属さず、「日本J買取ω品få�停止物Jとして区分されている?)
ごのように、同年の禁令においては、唐船もしくは麿・オランダ船全般を対象とするも

のとは別に、特にオランダ船に対する輸出禁止品目が設定されており、その内容は、寛永
八年の禁止品目と同様に、「武道具J r武者絵J r船小形井絵J r日本絵図jといった

武器・軍事情報を中心としたものとなっているのである。また、武器・軍事情報といった
直後的な軍事用途を持った商品以外にも、木綿・繰綿・真綿・絹の繊維製品は、わが国の
凶内においても、戦国時代以米、主として兵士の衣料・軍装として利用される軍需物資で
あったことにj主目したい。

さらに、「長崎覚書Jによれば、オランダ船に対する輸出禁止品目の中に、寛永一八年

に禁止しようとした品目である米が含まれており、具体的には「一人前三斗Jという、恐
らくは航海中の食糧に限って許可されている?米がこのように具体的な量に限って制限さ

れているということは、過去においてそれを上回る輸出がおこなわれていたごと、そのこ
とが武器・軍事情報とともに憂慮すべきものとなり、寛永一八年には航海中の食糧に限っ
て制限しようとしたものの具体的な数量が明示されなかったこともあって実効性に乏しく、

寛文八年の禁令によって「飯米者一人前三斗入ー俵宛御免」と具体的に制限されているこ
とがわかる。

いずれにせよ、これらのことから、寛文八年の輸出禁止品目は、 当時のオランダ貿易の
実態を踏まえたものであり、オランダ船によって、わが国の武器や軍事情報、そして木綿
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-絹・米穀といった軍事用途に転用可能な物資が海外に流出することへの危倶があったと

考えられるのである。

寛 文 八年の禁令 の山される 前年の覧文七年には、 博 多の 豪 商伊藤小左衛門らの朝鮮との

密貿易が発覚し、 その関係者が処刑されているが、この事件も実は朝鮮への武器の密輸が
V5J、，

発覚したものであった。 」れによって、 同年七月二l1.日には老中により、 「朝鮮国!乞密々

武道具J旨滋候者罪科覚Jが出され、 朝鮮ヘ 武器の密輸省の罪刑が定 め られており子 )この ご

とも幕府にオランダ船の輸出品に注目させることとなったのであろう。

こ の ように、 寛永鎖国令以後の寛文期に至って も 、 わが国は武器および軍需転用可能物

資の輸出を通して、 一七世紀の東アジアの凶際政治に関与する可能性を持っていたといっ

てよいであろう。その背員には、 当時の東アジアは依然として、 明消交替の政情不安にあ

り、東雨アジア各地においても、 内乱とヨーロッパ勢力との抗争、 さらにはオランダ・ イ

ギリス・ポルトガル・ スペインの新旧ヨーロッパ勢力の確執が生じていたことを忘れては

ならないであろう。

寛文W1は同八年の銀をはじめとする貿易品の統制、 同一二年の市法商法に見られるごと

く、 長崎貿易における貿易品の確定と貿易仕法の確立がおこなわれる重要な時期であった。

方、 囲内経済とのかかわりを見るならば、 資;文Wlには大坂を中心とする幕藷制的全国

市場の完成がみられることは、 しばしば治摘されるところである。 また、 同年には幕府は

米・麦・豆・酒・魚油などの諸商品について、 江戸市中の在庫の調金を行ない、 その流通

量の管理をおこなうとともに、諸溢の津留品目の調査を実胞している?こうしたことから、

同年の輸出制限令は、 ひとつには幕溢制的な流通統制の一貰として、 国内市場の対外的な

完結をめざしたものであったと忠われる。

しかし、 一方で|司令のオランタJ船に対する輸tH禁止品目は、 米穀などの幕藩制的流通商

品にとどまらず、 武器・軍需品にも及んでおり、 むしろそちらに比重があるようにすら見

られる。したがって、i司令は単に国内における幕溢制的流通機備の保護・整備という経済

的意凶と、 東アジアにおける凶降、紛争への関与の凶避という政治的意図との結合によって

もたらされた政策であったといえよう。その意味において|司令は、 寛永鎖国体制の本質を

体現するものであった。

�ì 
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ま と め

以仁、近世初期の東アジアにおけるH本米の役削とそこから派生する寛文八年の輸出入

品制限令における米の輸出会全止の意味について考察した。 一六六二年のオランダの台湾撤

退によりオランダの台湾経蛍における日本米の役割は終わりを告げるなど一六六0年代は、

明末消初の動乱が終息に向かい東アジア凶際社会 は新たな 局面を迎える。 国 内においても

この時期は覧文則として掠議制全国市場の成lJ[WIとされている。 ごの二つの動きは決して

無関係ではなく、 幕藩制経済としての鎖国の貸微には、 このような国際的条件が前提とし

て存在していたのである。

しかし寛文八年の紛tH入品禁止令は、 オランダの台湾撤退後もオランダ船が輸出する商

品が、 東アジアにおいて一定の軍事的役削を演じる政治に関与する可能性がなお存在して

い る という 幕府の認識をあら わしているといえよう。 その意味において商品の流通統制を



中心とする幕府による幕議制的凶内経消の形成は、 単に凶|付支配を意図するのみならず、

東アジア国際社会における自らの位鍾づけを迫られたものであったといえよう。
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